
論
　
　
説

民
事
訴
訟
に
お
け
る
証
人
尋
問
の
書
面
化
の
限
界
（
二
）

序
　
本
稿
の
目
的

第
一
章
　
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
証
人
の
書
面
尋
問
制
度

　
　
　
　
の
導
入

第
二
章
　
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
証
人
の
書
面
尋
問
制
度

　
　
　
　
の
展
開
（
以
上
、
本
誌
七
二
巻
四
号
）

第
三
章
　
ド
イ
ツ
司
法
簡
素
化
法
に
よ
る
証
人
の
書
面
尋
問
制
度

　
　
　
　
の
改
正

　
｝
　
は
じ
め
に

　
二
　
司
法
簡
素
化
法
に
よ
る
証
人
の
書
面
尋
問
制
度
の
改
正
の

　
　
　
経
緯
と
内
容

　
　
－
　
連
邦
政
府
草
案

　
　
2
　
連
邦
政
府
草
案
に
よ
る
証
人
の
書
面
尋
問
制
度
に
対
す

民
事
訴
訟
に
お
け
る
証
人
尋
問
の
書
面
化
の
限
界
（
二
）
（
高
田
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
田
　
昌
　
宏

　
　
　
る
批
判
ー
ラ
イ
ネ
ッ
ケ
の
意
見
1

　
3
　
連
邦
参
議
院
の
提
案
と
法
律
委
員
会
の
提
案
に
基
づ
く

　
　
　
修
正

　
4
　
改
正
の
主
た
る
特
徴

三
　
新
三
七
七
条
三
項
に
よ
る
証
人
の
書
面
尋
問
制
度
の
適
用

　
　
要
件

　
1
　
適
用
基
準
と
し
て
の
「
証
明
問
題
の
内
容
」
と
「
証
人

　
　
　
の
人
物
」
の
適
性

　
2
　
コ
ッ
ホ
の
分
析

　
　
＠
　
証
明
問
題
の
内
容
の
適
性

　
　
㈲
　
証
人
の
人
物
の
適
性

　
3
　
小
　
　
括
（
以
上
、
本
号
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一



早
法
七
五
巻
三
号
（
二
〇
〇
〇
）

四
　
新
三
七
七
条
三
項
に
よ
る
証
人
の
書
面
尋
問
の
許
容
限
界

　
　
　
　
ー
コ
ッ
ホ
、
シ
ュ
タ
ド
ラ
ー
の
見
解
を

　
　
　
　
中
心
に
し
て
1

五
　
新
三
七
七
条
三
項
に
よ
る
証
人
の
書
面
尋
問
の
手
続
問
題

　
六
　
ま
と
め

第
四
章
　
証
人
尋
問
の
書
面
化
の
限
界

結
　
　
び

二

第
三
章
　
ド
イ
ツ
司
法
簡
素
化
法
に
よ
る
証
人
の
書
面
尋
間
制
度
の
改
正

一
　
は
じ
め
に

　
［
　
一
九
二
四
年
の
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
（
以
下
、
Z
P
O
）
改
正
の
際
に
導
入
さ
れ
た
証
人
の
書
面
尋
問
制
度
は
、
一
九
九
〇
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

の
い
わ
ゆ
る
司
法
簡
素
化
法
（
留
9
富
琶
畠
曾
く
R
Φ
冒
｛
m
9
巨
暢
鷺
ω
Φ
琶
に
よ
る
Z
P
O
改
正
に
よ
り
、
制
度
導
入
以
来
最
初
の
変

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

更
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
証
人
の
書
面
尋
問
制
度
で
あ
る
「
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
（
ω
9
鼓
豊
o
冨
N
窪
鳴
暴
轟
ω
謎
Φ
）
」
を
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

れ
ま
で
規
定
し
て
き
た
Z
P
O
三
七
七
条
三
項
お
よ
び
四
項
は
、
司
法
簡
素
化
法
に
よ
り
、
新
た
に
三
七
七
条
三
項
と
し
て
一
つ
に
統

合
さ
れ
、
書
面
尋
問
の
許
容
要
件
に
も
変
更
が
加
え
ら
れ
た
（
以
下
で
は
、
改
正
後
の
新
し
い
三
七
七
条
を
新
三
七
七
条
と
表
記
す
る
こ
と

に
す
る
）
。
新
三
七
七
条
三
項
の
文
言
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
〈
Z
P
O
新
三
七
七
条
三
項
V



　
証
明
問
題
（
零
妻
①
殊
轟
鴨
）
の
内
容
及
び
証
人
の
人
物
（
評
拳
2
号
ω
N
Φ
薦
魯
）
に
照
ら
し
て
十
分
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

裁
判
所
は
、
証
明
問
題
の
書
面
に
よ
る
返
答
（
ω
。
ぼ
§
浮
冨
頃
8
耳
≦
雲
ε
お
α
段
望
名
Φ
霞
吋
品
Φ
）
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
証

人
に
は
、
尋
問
の
た
め
に
呼
び
出
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裁
判
所
は
、
証
明
問
題
を
さ
ら
に

解
明
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
証
人
の
呼
出
し
を
命
ず
る
。

　
二
　
こ
の
規
定
を
改
正
前
の
三
七
七
条
（
以
下
、
旧
三
七
七
条
と
表
記
す
る
）
と
比
較
す
る
と
、
次
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
ま

ず
、
規
定
の
構
造
と
し
て
、
従
来
は
、
三
項
と
四
項
と
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
つ
き
、
書
面
尋
問
が
許
容
さ
れ
る
要
件
を
定
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

て
い
た
の
に
対
し
、
新
法
の
下
で
は
、
両
者
の
区
別
が
取
り
払
わ
れ
て
、
右
新
三
七
七
条
三
項
と
し
て
一
本
化
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

書
面
尋
問
の
許
容
要
件
に
関
し
て
、
改
正
前
に
書
面
尋
問
の
一
般
的
な
許
容
要
件
と
し
て
要
求
さ
れ
た
「
宣
誓
に
代
わ
る
保
証

（
Φ
こ
霧
ω
翼
島
魯
①
く
R
ω
凶
魯
①
讐
お
）
」
の
要
件
と
、
旧
三
七
七
条
四
項
に
基
づ
く
書
面
尋
問
の
場
合
に
要
求
さ
れ
た
「
当
事
者
双
方
の
同

意
」
の
要
件
が
削
除
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
新
三
七
七
条
三
項
に
よ
る
書
面
尋
問
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
が
、
証
明
問
題
の
内
容
及
び
証

人
の
人
物
に
照
ら
し
て
、
証
明
問
題
の
書
面
に
よ
る
返
答
で
十
分
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
が
許
容
要
件
と
な
っ
て
い
る
。

　
本
章
で
は
、
司
法
簡
素
化
法
に
よ
る
証
人
の
書
面
尋
問
制
度
の
改
正
内
容
を
、
そ
の
改
正
の
経
緯
も
踏
ま
え
て
概
観
し
、
そ
の
上
で

許
容
限
界
の
問
題
を
中
心
に
同
制
度
を
考
察
し
た
い
。

　
（
1
）
　
司
法
簡
素
化
法
に
つ
い
て
は
、
林
道
晴
「
一
九
九
〇
年
司
法
簡
素
化
法
後
の
ド
イ
ツ
の
民
事
訴
訟
実
務
ー
新
少
額
裁
判
手
続
及
び
新
証
拠
保
全
手
続

　
　
を
中
心
と
し
て
」
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
民
事
訴
訟
の
実
情
（
上
）
』
二
五
三
頁
（
法
曹
会
、
一
九
九
入
年
）
と
同
書
二
六
〇
頁
所
掲
の
文
献
参
照
。

　
（
2
）
　
司
法
簡
素
化
法
に
よ
る
新
し
い
証
人
書
面
尋
問
制
度
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
文
献
と
し
て
は
、
林
・
前
掲
論
文
二
八
五
頁
、
本
間
靖
規
「
人
証
の

　
　
取
調
べ
に
お
け
る
直
接
主
義
と
書
面
の
利
用
」
松
本
博
之
旺
宮
崎
公
男
編
『
講
座
新
民
事
訴
訟
法
H
』
一
八
九
頁
、
と
く
に
二
〇
一
頁
（
弘
文
堂
、
一
九

　
　
　
民
事
訴
訟
に
お
け
る
証
人
尋
聞
の
書
面
化
の
限
界
（
二
）
（
高
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三



　
　
早
法
七
五
巻
三
号
（
二
〇
〇
〇
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

　九

九
年
）
、
坂
田
宏
「
新
民
事
訴
訟
法
・
新
民
事
訴
訟
規
則
に
関
す
る
一
所
見
」
横
国
六
巻
二
号
一
五
九
頁
注
三
一
（
一
九
九
八
年
）
、
拙
稿
「
ド
イ
ツ
民

事
訴
訟
法
に
お
け
る
公
の
報
告
（
鋤
韓
岳
昌
Φ
》
霧
ざ
艮
汁
）
i
民
事
訴
訟
に
お
け
る
調
査
嘱
託
の
基
礎
的
研
究
」
中
村
英
郎
教
授
古
稀
祝
賀
論
文
集
『
民

事
訴
訟
法
学
の
新
た
な
展
開
』
七
八
二
頁
、
七
八
四
頁
注
7
0
（
成
文
堂
、
一
九
九
六
年
）
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
の
書
面
尋
問
制
度
も
参
照
し
つ

　
つ
、
わ
が
国
の
書
面
尋
問
制
度
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
と
し
て
、
高
橋
宏
志
「
書
面
尋
問
！
研
究
者
の
視
点
か
ら
」
判
タ
一
〇
〇
六
号
四
〇
頁
（
一
九

　九九

年
）
が
あ
る
。

（
3
）
　
司
法
簡
素
化
法
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
る
以
前
の
Z
P
O
三
七
七
条
三
項
・
四
項
の
文
言
に
つ
い
て
は
、
本
稿
（
一
）
・
早
法
七
二
巻
四
号
二
一
六
頁

　
（
一
九
九
七
年
）
、
林
・
前
掲
論
文
二
入
五
頁
参
照
。

（
4
）
　
新
三
七
七
条
三
項
は
、
従
来
の
三
七
七
条
三
項
・
四
項
を
包
括
す
る
も
の
と
言
え
る
（
ω
○
冨
一
畠
器
一
図
8
F
g
o
曽
ぼ
漆
浮
冨
N
窪
鴨
尽
霧
ω
品
①

鴨
ヨ
鋤
ゆ
ゆ
ω
ミ
＞
げ
ω
9
目
N
勺
〇
二
昌
α
良
①
O
歪
＆
ω
馨
N
の
α
R
q
昌
日
葺
①
ま
僧
吋
ざ
犀
⊆
昌
α
勺
胃
冨
凶
α
庸
Φ
算
一
幽
3
評
Φ
芦
9
ω
ω
。
囚
9
P
一
〇
〇
9
0D
．
零
）
。

二
　
司
法
簡
素
化
法
に
よ
る
証
人
の
書
面
尋
問
制
度
の
改
正
の
経
緯
と
内
容

　
1
　
連
邦
政
府
草
案

　
一
　
司
法
簡
素
化
法
に
よ
る
Z
P
O
改
正
の
基
礎
と
な
っ
た
連
邦
政
府
草
案
（
嘗
薯
g
ほ
Φ
ぎ
霧
殉
①
。
拝
沼
剛
一
紹
①
－
＜
R
Φ
一
昌
貯
魯
巨
鵯
－

鷺
器
9
亀
は
、
民
事
裁
判
所
の
事
件
量
の
増
加
に
対
し
て
裁
判
所
の
人
員
面
で
の
強
化
で
は
も
は
や
対
応
し
き
れ
な
い
と
の
民
事
司

法
の
現
状
に
関
す
る
認
識
か
ら
、
手
続
の
簡
素
化
・
合
目
的
的
形
成
と
裁
判
所
の
負
担
軽
減
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い

た
。
政
府
草
案
は
、
証
拠
法
の
関
連
で
も
、
と
く
に
裁
判
所
の
負
担
軽
減
と
手
続
促
進
の
た
め
Z
P
O
に
幾
つ
か
の
変
更
を
加
え
る
提

　
　
　
　
　
　
（
1
）

案
を
含
ん
で
い
た
。
そ
の
一
つ
が
、
三
七
七
条
所
定
の
「
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
」
の
制
度
の
刷
新
で
、
「
例
外
的
事
例
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
の
許
容
性
を
拡
大
す
る
」
修
正
提
案
で
あ
っ
た
。



　
二
　
連
邦
政
府
草
案
で
は
、
三
七
七
条
三
項
・
四
項
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
。

　
ま
ず
、
構
成
的
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
四
項
を
三
項
に
編
入
し
、
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
を
、
新
三
七
七
条
三
項
の
み
の
規
定
す
る

と
こ
ろ
と
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
新
三
項
を
次
の
よ
う
な
文
言
に
改
め
る
。

〈
連
邦
政
府
草
案
三
七
七
条
三
項
〉

　
裁
判
所
は
、
証
明
問
題
の
内
容
お
よ
び
証
人
の
人
物
に
照
ら
し
て
書
面
に
よ
る
返
答
で
十
分
と
み
と
め
、
か
つ
、
証
人
の
呼
出
し

が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
予
見
で
き
な
い
場
合
、
証
明
問
題
の
書
面
に
よ
る
返
答
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
証
人
に
は
、
尋
問
に
呼

び
出
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
証
人
は
、
自
己
の
報
告
が
正
当
で
あ
る
こ
と
を
宣
誓
に
代
え
て

保
証
し
た
上
で
、
証
明
問
題
に
返
答
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裁
判
所
は
、
証
明
問
題
の
さ
ら
な
る
解
明
に
必
要
と
み
と
め
る
場

合
、
証
人
の
呼
出
し
を
命
ず
る
。

　
右
草
案
の
三
七
七
条
三
項
一
文
に
よ
れ
ば
、
裁
判
所
は
、
証
明
問
題
の
内
容
お
よ
び
証
人
の
人
物
に
照
ら
し
て
書
面
に
よ
る
返
答
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

十
分
と
み
と
め
、
か
つ
、
証
人
の
呼
出
し
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
予
見
で
き
な
い
場
合
、
「
義
務
的
裁
量
に
よ
り
」
証
明
問
題
の
書
面

に
よ
る
返
答
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。
従
来
の
規
定
（
旧
三
七
七
条
四
項
）
で
は
、
口
頭
の
尋
間
に
書
面
尋
問
が
代
わ
る

場
合
に
は
、
書
面
尋
問
に
対
す
る
当
事
者
双
方
の
同
意
が
要
求
さ
れ
て
い
た
が
、
本
草
案
で
は
、
当
事
者
双
方
の
同
意
は
、
ま
っ
た
く

不
要
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
理
由
書
に
よ
れ
ば
、
両
当
事
者
か
ら
同
意
を
取
り
つ
け
る
こ
と
が
、
裁
判
所
に
と
っ
て
し
ば
し
ば
煩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

雑
で
、
時
間
を
要
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
三
　
書
面
尋
問
の
許
容
基
準
と
し
て
重
要
な
「
証
明
問
題
」
に
つ
い
て
は
、
理
由
書
は
、
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ

　
　
　
民
事
訴
訟
に
お
け
る
証
人
尋
問
の
書
面
化
の
限
界
（
二
）
（
高
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



　
　
　
早
法
七
五
巻
三
号
（
こ
O
O
O
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

る
と
、
証
明
問
題
は
、
書
面
で
の
返
答
に
適
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
こ
で
は
、
証
人
の
人
物
が
一
定
の
役
割
を
果
た
す
。
例
え

ば
、
当
事
者
の
親
族
を
書
面
で
尋
問
す
る
こ
と
は
論
外
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
証
人
の
専
門
的
知
識
は
、
証
人
が
明
確
に
答
え
る

こ
と
の
で
き
る
具
体
的
質
間
が
彼
に
向
け
ら
れ
、
補
充
的
な
質
問
が
考
え
ら
れ
な
い
場
合
に
、
書
面
尋
問
に
適
す
る
（
例
え
ば
、
銀
行

員
が
信
用
供
与
契
約
の
条
件
に
つ
い
て
陳
述
す
る
場
合
が
そ
れ
に
あ
た
る
）
。

　
ま
た
、
理
由
書
に
よ
る
と
、
裁
判
所
は
、
証
人
に
彼
の
報
告
を
書
面
で
補
充
す
る
よ
う
に
要
求
す
る
こ
と
も
で
き
、
そ
の
際
、
特
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

の
個
別
質
問
を
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
四
　
草
案
の
三
七
七
条
三
項
二
文
に
よ
れ
ば
、
裁
判
所
は
、
証
人
に
書
面
に
よ
る
陳
述
を
求
め
る
場
合
、
あ
ら
か
じ
め
、
（
口
頭
〉

尋
問
の
た
め
に
彼
を
呼
び
出
す
場
合
が
あ
る
こ
と
を
証
人
に
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
草
案
理
由
書
は
、
さ
ら
に
、
裁
判
所
は
真

実
義
務
（
Z
P
Ω
二
九
五
条
）
、
証
言
拒
絶
権
（
三
八
三
条
二
項
）
、
宣
誓
拒
絶
（
三
九
〇
条
、
三
九
五
条
）
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
教
示
し

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
証
人
の
書
面
尋
問
の
た
め
に
特
別
な
定
め
を
置
く
必
要
は
な
い
と

（
7
）

い
う
。
そ
の
理
由
は
、
証
明
問
題
の
書
面
に
よ
る
返
答
も
「
証
人
尋
問
（
＜
①
旨
9
琶
§
ひ
q
留
ω
N
Φ
鑛
窪
）
」
で
あ
る
以
上
、
所
掲
の
Z
P

O
の
規
定
は
、
書
面
尋
問
の
場
合
に
も
直
接
妥
当
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
証
人
の
書
面
で
の
陳
述
の
法
的
性
質
に
関
す
る
従
来

　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

の
通
説
・
判
例
の
立
場
が
再
確
認
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
五
　
草
案
は
、
「
宣
誓
に
代
わ
る
保
証
」
は
、
従
前
と
同
様
、
常
に
要
求
さ
れ
る
と
の
立
場
を
採
っ
た
（
草
案
三
七
七
条
三
項
三
文
）
。

他
方
、
草
案
三
七
七
条
三
項
四
文
は
、
裁
判
所
が
、
証
人
の
口
頭
尋
問
が
証
明
問
題
の
解
明
に
必
要
で
あ
る
場
合
に
証
人
を
呼
び
出
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

と
規
定
し
、
従
来
の
規
定
に
は
な
い
定
め
を
置
く
。
草
案
理
由
書
は
、
証
人
の
口
頭
尋
問
が
証
明
問
題
の
解
明
に
必
要
な
場
合
に
該
当

す
る
事
例
と
し
て
、
例
え
ば
、
証
人
が
証
明
問
題
に
書
面
で
返
答
し
な
い
場
合
や
、
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
が
不
完
全
、
不
正
確
ま



た
は
一
面
的
と
み
と
め
ら
れ
る
場
合
、
証
人
に
対
し
て
（
当
事
者
な
ど
か
ら
の
）
許
さ
れ
な
い
影
響
が
存
す
る
と
の
疑
い
が
あ
る
場
合

を
挙
げ
る
。
ま
た
、
裁
判
所
は
、
当
事
者
が
三
九
七
条
に
よ
り
自
己
の
発
問
権
を
行
使
す
る
こ
と
を
望
む
場
合
も
、
証
人
を
呼
び
出
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

　
2
　
連
邦
政
府
草
案
に
よ
る
証
人
の
書
面
尋
問
制
度
に
対
す
る
批
判
ー
ラ
イ
ネ
ッ
ケ
の
意
見
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
一
　
連
邦
政
府
草
案
が
発
表
さ
れ
る
や
、
ラ
イ
ネ
ッ
ケ
ら
に
よ
っ
て
、
同
草
案
の
書
面
尋
問
制
度
改
正
の
適
否
が
批
判
的
に
検
討
さ

れ
た
。
と
り
わ
け
ラ
イ
ネ
ッ
ケ
は
、
政
府
草
案
に
よ
る
書
面
尋
問
制
度
の
詳
細
な
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
彼
は
、
改
正
案
が
訴

訟
促
進
と
手
続
経
済
の
目
的
か
ら
書
面
尋
問
の
可
能
性
を
拡
大
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
の
認
識
を
前
提
に
、
裁
判
所
が
書
面
尋
問
を
命

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

じ
る
権
限
を
拡
大
す
る
こ
と
が
、
真
実
発
見
1
と
く
に
自
由
な
証
拠
評
価
ー
に
対
す
る
重
大
な
危
険
を
内
包
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

す
な
わ
ち
、
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
の
場
合
、
既
に
古
く
か
ら
い
く
つ
か
の
文
献
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
当
事
者
の
発
問
権

（
Z
P
O
三
九
七
条
）
、
証
人
に
関
す
る
人
的
印
象
と
、
当
事
者
公
開
の
影
響
力
が
欠
け
て
い
る
た
め
、
裁
判
所
が
真
の
事
実
関
係
を
究

明
す
る
こ
と
が
｝
層
困
難
と
な
り
、
証
人
の
陳
述
を
客
観
的
、
批
判
的
か
つ
公
正
に
評
価
す
る
建
前
が
絵
に
画
い
た
餅
と
な
り
か
ね
な

い
か
ら
で
あ
る
。
ラ
イ
ネ
ッ
ケ
は
、
（
旧
）
三
七
七
条
三
項
・
四
項
の
下
で
の
こ
れ
ま
で
の
判
例
・
学
説
が
、
同
条
所
定
の
裁
判
所
権

能
の
控
え
目
な
行
使
が
望
ま
し
く
、
ま
た
、
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
が
裁
判
所
の
負
担
軽
減
を
理
由
に
命
じ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
と

い
う
点
で
一
致
を
み
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
裁
判
所
が
自
ら
の
負
担
軽
減
を
理
由
に
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
を
命
ず
る
権
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

か
、
改
正
に
よ
っ
て
著
し
く
拡
張
さ
れ
る
こ
と
の
当
否
を
問
題
に
す
る
。

　
二
　
立
法
者
は
、
表
向
き
は
、
例
外
的
事
例
に
お
い
て
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
の
許
容
性
を
拡
大
す
る
こ
と
を
企
図
す
る
が
、
ラ

　
　
　
民
事
訴
訟
に
お
け
る
証
人
尋
問
の
書
面
化
の
限
界
（
二
）
（
高
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七



　
　
　
早
法
七
五
巻
三
号
（
二
〇
〇
〇
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

イ
ネ
ッ
ケ
は
、
政
府
草
案
三
七
七
条
三
項
の
文
言
か
ら
は
、
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
の
例
外
的
な
性
格
は
導
き
出
せ
ず
、
む
し
ろ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
尊

証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
が
「
原
則
」
と
な
る
大
き
な
危
険
が
存
在
す
る
と
見
る
。
と
く
に
、
ラ
イ
ネ
ッ
ケ
は
、
当
事
者
双
方
の
同
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

の
要
件
が
撤
廃
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
書
面
尋
問
が
安
易
に
利
用
さ
れ
る
危
険
が
増
大
す
る
こ
と
を
危
倶
す
る
。
ラ
イ
ネ
ッ
ケ
に
よ
れ

ば
、
書
面
尋
問
の
安
易
か
つ
頻
繁
な
利
用
は
、
真
実
究
明
と
い
う
証
拠
調
べ
の
目
的
実
現
を
危
険
に
し
、
裁
判
の
質
に
悪
影
響
を
及
ぼ

し
か
ね
な
い
。
そ
の
結
果
、
最
終
的
に
は
、
訴
訟
制
度
利
用
者
た
る
国
民
か
ら
の
裁
判
の
受
容
が
妨
げ
ら
れ
、
か
え
っ
て
上
訴
が
増
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
（
1
8
）

す
る
こ
と
に
よ
り
、
今
回
の
改
正
が
目
指
す
裁
判
所
の
負
担
軽
減
と
手
続
促
進
の
目
標
達
成
が
困
難
と
な
る
と
さ
れ
る
。

　
3
　
連
邦
参
議
院
の
提
案
と
法
律
委
員
会
の
提
案
に
基
づ
く
修
正

　
政
府
草
案
に
対
し
て
は
、
右
の
よ
う
な
批
判
が
一
部
の
学
者
か
ら
加
え
ら
れ
た
も
の
の
、
そ
れ
ら
の
批
判
的
意
見
は
、
そ
の
後
の
立

法
経
過
に
お
い
て
勘
酌
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
右
批
判
と
は
関
係
な
く
、
政
府
草
案
三
七
七
条
三
項
は
、
そ
の
後
、
連
邦
参
議
院

で
の
提
案
に
基
づ
き
一
箇
所
修
正
を
加
え
ら
れ
、
さ
ら
に
、
法
律
委
員
会
（
園
9
馨
ω
霊
霧
3
島
）
で
の
推
奨
に
基
づ
き
、
も
う
一
箇
所

修
正
さ
れ
た
。
ま
ず
、
政
府
草
案
で
は
、
証
明
間
題
の
書
面
に
よ
る
返
答
の
命
令
を
「
証
人
の
呼
出
し
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
予
見
で

き
な
い
」
こ
と
と
い
う
要
件
に
係
ら
し
め
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
た
が
（
草
案
三
七
七
条
三
項
一
文
）
、
連
邦
参
議
院
は
、
裁
判
所
が

「
証
明
問
題
の
内
容
及
び
証
人
の
人
物
に
照
ら
し
て
書
面
に
よ
る
返
答
で
十
分
と
み
と
め
る
」
こ
と
が
で
き
る
場
合
で
あ
れ
ば
、
右
の

要
件
は
何
の
役
割
も
果
た
さ
な
い
と
し
て
、
右
要
件
の
採
用
に
反
対
し
た
。
結
局
、
連
邦
政
府
は
、
こ
の
連
邦
参
議
院
の
見
解
に
従

（
1
9
）

っ
た
。

　
ま
た
、
政
府
草
案
で
書
面
尋
問
の
要
件
と
し
て
要
求
さ
れ
た
「
返
答
の
正
当
性
に
つ
い
て
の
宣
誓
に
代
わ
る
保
証
」
の
要
件
（
草
案



三
七
七
条
三
項
三
文
）
も
、
法
律
委
員
会
の
推
奨
に
も
と
づ
き
削
除
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
は
、
証
人
を
後
か
ら
尋
問
す
る
際
に
、
証
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

を
苦
境
に
置
く
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

　
結
局
、
連
邦
政
府
草
案
に
右
の
修
正
を
加
え
た
も
の
が
法
律
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
、
本
章
冒
頭
で
挙
げ
た
新
三
七
七
条
三

項
で
あ
る
．

　
4
　
改
正
の
主
た
る
特
徴

　
一
　
証
人
の
書
面
尋
問
制
度
の
改
正
の
主
眼
は
、
同
制
度
の
適
用
要
件
に
関
す
る
定
め
を
新
三
七
七
条
三
項
に
一
本
化
し
つ
つ
、
同

制
度
の
適
用
要
件
に
修
正
を
加
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の
背
後
に
は
、
前
述
の
立
法
資
料
か
ら
顕
著
な
と
お
り
、
書
面
尋
問
制
度
で

あ
る
「
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
」
の
利
用
の
容
易
化
と
促
進
に
よ
っ
て
裁
判
所
の
負
担
軽
減
お
よ
び
手
続
促
進
を
図
る
立
法
者
の
意

図
が
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
れ
は
、
具
体
的
に
は
、
旧
三
七
七
条
三
項
・
四
項
に
よ
る
「
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
」
で
必
要
と

さ
れ
た
「
返
答
内
容
の
正
当
性
に
関
す
る
宣
誓
に
代
わ
る
保
証
」
や
、
旧
三
七
七
条
四
項
で
要
求
さ
れ
た
「
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述

に
対
す
る
当
事
者
双
方
の
同
意
」
の
要
件
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
に
現
れ
て
い
る
。

　
二
　
旧
三
七
七
条
三
項
・
四
項
に
よ
る
証
人
の
書
面
の
陳
述
で
は
、
同
三
項
の
定
め
る
帳
簿
そ
の
他
の
「
書
類
の
再
現
」
と
し
て
の

　
　
　
　
　
（
2
1
）

書
面
に
よ
る
陳
述
と
、
同
四
項
の
定
め
る
、
「
書
類
内
容
の
再
現
」
以
外
の
書
面
に
よ
る
陳
述
の
二
つ
の
類
型
が
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ

別
個
の
適
用
要
件
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
新
三
七
七
条
三
項
に
よ
る
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
で
は
、
右
両
者
の
区
別
が
解

消
さ
れ
、
適
用
要
件
が
一
本
化
さ
れ
た
た
め
、
旧
三
七
七
条
三
項
の
「
書
類
の
再
現
」
と
し
て
の
書
面
に
よ
る
陳
述
は
、
新
三
七
七
条

三
項
の
「
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
」
に
吸
収
さ
れ
、
法
文
上
独
自
の
意
義
を
失
う
に
い
た
っ
た
。
旧
三
七
七
条
四
項
に
よ
る
、
「
書

　
　
　
民
事
訴
訟
に
お
け
る
証
人
尋
問
の
書
面
化
の
限
界
（
二
）
（
高
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九



　
　
　
早
法
七
五
巻
三
号
（
二
〇
〇
〇
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

類
の
再
現
」
以
外
の
「
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
に
対
す
る
当
事
者
双
方
の
同
意
が
要
件
と
さ
れ
て
い
た
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

か
か
わ
ら
ず
、
旧
法
下
の
学
説
に
よ
り
、
そ
の
適
用
が
直
接
主
義
や
当
事
者
公
開
主
義
の
原
則
と
の
関
連
で
問
題
視
さ
れ
て
い
た
。
そ

の
う
え
、
こ
の
種
の
「
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
」
の
適
用
に
対
す
る
抑
制
と
し
て
機
能
し
え
た
「
当
事
者
双
方
の
同
意
」
の
要
件

は
、
新
三
七
七
条
三
項
に
お
い
て
は
、
も
は
や
要
求
さ
れ
て
い
な
い
。
新
三
七
七
条
三
項
に
よ
る
「
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
」
で

は
、
証
明
問
題
の
内
容
と
証
人
の
人
物
に
照
ら
し
て
書
面
に
よ
る
返
答
で
十
分
で
あ
る
こ
と
の
み
が
要
件
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
新

三
七
七
条
三
項
が
適
用
基
準
と
す
る
「
証
明
問
題
の
内
容
」
と
「
証
人
の
人
物
」
の
適
性
は
、
「
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
」
の
許
容

限
界
を
左
右
す
る
こ
と
に
な
る
以
上
、
こ
れ
ら
基
準
内
容
の
解
釈
と
具
体
化
が
改
正
後
の
理
論
・
実
務
の
重
要
な
課
題
と
な
る
（
次
節

を
参
照
）
。
右
許
容
に
対
す
る
抑
制
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
う
る
「
当
事
者
双
方
の
同
意
」
の
要
件
を
削
除
す
る
こ
と
は
、
ラ
イ
ネ

ッ
ケ
が
指
摘
し
た
と
お
り
、
「
書
面
に
よ
る
陳
述
」
の
安
易
な
利
用
を
も
た
ら
し
、
真
実
発
見
を
阻
害
す
る
危
険
を
有
す
る
だ
け
に
な

お
さ
ら
、
「
証
明
問
題
の
内
容
」
と
「
証
人
の
人
物
」
の
適
性
と
い
う
二
つ
の
基
準
を
通
じ
て
の
適
用
限
界
の
明
確
化
が
必
要
と
さ
れ
る
。

　
三
　
既
述
の
と
お
り
、
旧
三
七
七
条
の
も
と
で
「
書
面
に
よ
る
陳
述
」
の
要
件
と
さ
れ
た
「
宣
誓
に
代
わ
る
保
証
」
の
要
件
は
削
除

さ
れ
た
が
、
旧
法
で
は
、
こ
の
「
宣
誓
に
代
わ
る
保
証
」
は
、
書
面
に
よ
る
証
言
内
容
の
正
当
性
を
で
き
る
だ
け
確
保
す
る
狙
い
を
有

　
　
（
2
3
V

し
て
お
り
、
こ
の
要
件
と
、
「
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
」
の
証
人
証
拠
（
N
①
夷
9
幕
妻
Φ
邑
と
し
て
の
性
格
づ
け
と
の
間
に
は
不
可

分
の
関
係
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
旧
法
下
で
は
、
宣
誓
に
代
わ
る
保
証
を
欠
く
書
面
に
よ
る
返
答
の
場
合
は
、
人
証
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

く
、
書
証
が
存
在
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。
今
回
の
改
正
に
よ
り
、
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
の
制

度
か
ら
「
宣
誓
に
代
わ
る
保
証
」
が
削
除
さ
れ
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
」
は
、
書
証
と
な
る
わ
け
で
は
な

い
。
「
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
」
は
、
依
然
、
証
人
証
拠
に
関
す
る
諸
規
定
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
以
上
、
法
的
に
は
こ
れ
ま
で
通



り
証
人
証
拠
と
し
て
性
質
づ
け
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
新
三
七
七
条
三
項
に
よ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

書
面
に
よ
る
陳
述
」
が
証
人
証
拠
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
明
定
さ
れ
た
と
言
え
る
。

宣
誓
に
代
わ
る
保
証
が
な
く
て
も
「
証
人
の

（
1
）
　
証
人
尋
問
の
領
域
に
限
定
し
て
み
て
も
、
そ
の
後
立
法
化
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
も
の
と
し
て
、
受
命
裁
判
官
・
受
託
裁
判
官
に
よ
る
証
人
尋
問
の
制

限
（
Z
P
O
三
七
五
条
）
、
証
人
の
調
査
義
務
の
創
設
（
三
七
八
条
）
等
が
存
在
す
る
。

（
2
）
ω
↓
白
毎
9
ω
8
冨
｝
一
＼
ω
禽
一
あ
』
P

（
3
）
ω
↓
白
凄
良
ω
8
箒
一
一
＼
G
。
。
B
ψ
ω
。。
．

（
4
）
ω
ツ
U
霊
畠
ω
碧
冨
に
＼
ω
。
圏
）
ψ
ω
。
。
旧
罐
一
。
＞
鋒
こ
oo
蜜
色
Φ
さ
ω
。
ぼ
一
庄
一
9
①
N
Φ
轟
窪
磐
ω
ω
紹
①
づ
9
q
鷺
Φ
鳶
芭
駐
8
＜
①
曙
，
ぼ
血
。
旨
ω
。
冨
p

N
一
く
ぎ
δ
N
Φ
卸
N
N
℃
一
一
〇
（
一
8
刈
）
」
ω
8
一
島
．

111098765ゼ
リ
ス
も
同
草
案
に
よ
る
新
制
度
を
と
く
に
直
接
主
義
と
の
関
連
で
批
判
的
に
検
討
す
る
。

ロ
魯
B
Φ
目
N
一
く
言
『
O
N
Φ
P
一
p
ω
σ
Φ
ω
○
＆
R
Φ
σ
Φ
一
q
R
N
Φ
轟
①
辱
の
毎
魯
ぢ
巷
酋
U
一
ω
ω
■

16　15　14　13　12

ω
↓
－
U
歪
o
房
碧
訂
員
＼
o。
①
曽
堕
ω
■
ω
。。
・

ω
↓
－
∪
益
o
誘
鋤
o
竃
峯
＼
G
。
O
曽
一
ψ
ω
o。
●

じu

↓
－
∪
凄
o
厨
8
げ
Φ
一
一
＼
し
o
①
N
ど
ψ
ω
oo
’

本
稿
（
一
Y
早
法
七
二
巻
四
号
二
三
〇
頁
参
照
。

ω
↓
－
O
釜
o
脚
留
o
げ
Φ
一
一
＼
ω
爲
ど
ω
■
し
o
O
。
い

ω
↓
－
∪
盆
o
パ
ω
霧
プ
Φ
一
一
＼
ω
O
曽
一
ψ
ω
O
。

力
Φ
営
8
犀
ρ
U
一
Φ
ω
o
ぼ
葺
一
8
冨
N
窪
鳴
鍔
島
ω
招
巴
B
留
昌
ω
9
魯
醸
≦
∵
¢
⇒
α
＞
吾
α
冨
鞠
ユ
9
誘
冥
o
N
Φ
姻
N
力
勺
這
o
。
O
」
忠
．
こ
の
ほ
か
に
ク
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
閤
8
貯
8
ω
Φ
一
グ
獣
Φ
q
p
ヨ
鐸
Φ
一
富
詩
Φ
一
け
α
R
ω
①
≦
虫
ω
雲
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
即
の
ま
q
茜
一
8
ρ
ω
●
一
謡
味

菊
①
ぼ
①
良
ρ
N
菊
勺
一
。
。
。
P
お
S

古
い
文
献
で
は
、
例
え
ば
、
本
稿
（
一
）
・
早
法
七
二
巻
四
号
二
二
五
頁
以
下
の
ペ
ヒ
（
℃
器
畠
）
や
ポ
ラ
ー
ク
（
勺
色
畏
）
の
見
解
を
参
照
。

力
Φ
営
の
o
犀
ρ
N
園
℃
一
〇
〇。
O
）
“
O
N

勾
①
営
8
貯
ρ
N
国
℃
一
。
。
。
P
お
8

タ
タ
ゼ
リ
ス
も
、
当
事
者
の
同
意
と
い
う
要
件
の
撤
廃
が
、
同
制
度
の
利
用
の
際
の
差
控
え
や
抑
制
を
駆
逐
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
危
惧

民
事
訴
訟
に
お
け
る
証
人
尋
問
の
書
面
化
の
限
界
（
二
）
（
高
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一



早
法
七
五
巻
三
号
（
二
〇
〇
〇
）

二

　する。

ω
凶
Φ
冨
図
2
犀
o
霧
窪
ρ
騨
騨
○
’
”
ω
●
嵩
o。
、

（
1
7
）
　
寄
嘗
Φ
良
P
N
カ
℃
お
。
。
P
き
。
。
h
し
か
し
、
ラ
イ
ネ
ッ
ケ
は
、
証
人
の
書
面
尋
問
の
可
能
性
を
拡
張
す
る
こ
と
を
始
め
か
ら
排
除
す
る
わ
け
で
は
な

く
、
訴
額
の
僅
少
な
事
件
に
証
人
の
書
面
尋
問
制
度
を
適
用
す
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
（
寄
ぼ
8
箒
k
菊
勺
ご
。
。
。
」
。
刈
。
彼
は
、
具
体
的
に
は
、
証

　
人
の
書
面
尋
問
が
当
事
者
の
同
意
が
な
く
て
も
可
能
で
あ
る
Z
P
O
一
二
八
条
三
項
の
訴
額
の
限
界
を
五
〇
〇
マ
ル
タ
か
ら
八
O
O
マ
ル
タ
な
い
し
一
〇

　
〇
〇
マ
ル
ク
に
引
き
上
げ
る
こ
と
を
提
案
し
た
）
。

（
1
8
）
　
ラ
イ
ネ
ッ
ケ
は
、
本
文
で
挙
げ
た
よ
う
な
批
判
を
草
案
に
向
け
る
と
同
時
に
、
書
面
尋
問
制
度
の
改
善
を
図
る
べ
く
、
訴
訟
技
術
的
に
幾
つ
か
の
提

案
も
行
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
書
面
尋
間
を
一
定
の
形
式
規
定
に
服
さ
せ
る
こ
と
が
有
意
義
で
あ
る
と
し
て
、
署
名
を
伴
う
身
分
証
明
書
の
コ
ピ
ー
の
添
付

　
と
、
当
事
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
申
告
（
Z
P
O
三
九
五
条
二
項
参
照
）
を
要
求
す
る
菊
Φ
ぎ
鶉
冨
｝
N
力
勺
お
o
。
P
お
刈
）
。
さ
も
な
い
と
、
適
正
な
証

　
拠
評
価
と
は
認
め
が
た
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
証
人
に
自
分
が
関
連
の
知
識
を
も
つ
に
い
た
っ
た
原
因
を
通
知
す
る
こ
と
も
義
務
づ
け
ら
れ
る
べ
き

　
で
あ
る
と
す
る
へ
三
九
六
条
二
項
参
照
。
国
①
旨
Φ
良
や
N
菊
勺
お
。
。
P
さ
8
こ
の
記
載
が
欠
け
て
い
る
場
合
、
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
は
、
通
常
、
利
用

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
る
）
。
こ
の
ほ
か
に
、
証
人
に
書
面
で
の
陳
述
を
命
じ
る
際
に
、
真
実
義
務
と
証
言
拒
絶
権
に
つ
い
て
教
示
す
る
こ
と
を

　
明
文
で
裁
判
所
に
義
務
づ
け
る
べ
き
で
あ
る
と
提
案
し
て
い
た
（
男
Φ
嘗
①
鼻
ρ
N
国
℃
一
〇
。
。
P
お
刈
）
。

（
1
9
）
く
鷺
OO
↓
白
蜜
畠
ω
8
箒
＝
＼
ω
①
鉾
ψ
O
。
。
為
舎
国
8
F
9
①
。
り
。
ぼ
凶
庄
8
冨
N
Φ
轟
の
鍔
昂
ω
轟
の
撃
ヨ
農
㈱
。
。
ミ
＞
9
田
N
や
O
§
q
象
Φ

　
O
毎
旨
房
簿
N
①
α
R
d
昌
ヨ
詳
8
一
σ
蝉
鼻
Φ
跨
仁
昌
q
℃
節
簿
Φ
5
矯
の
簿
犀
o
げ
犀
鉱
叶
u
ψ
O
oo
。

（
2
0
）
ω
↓
－
9
8
訴
餌
9
の
一
一
＼
。。
N
。
。
ω
ぴ
始
禽
唱
韻
一
巴
磐
9
ω
＄
色
Φ
お
N
N
勺
目
。
藁
お
旧
竃
冒
魯
窪
R
内
o
B
ヨ
雰
＄
震
瑛
N
℃
O
－
U
蝉
ヨ
猛
F
一
。
貫
ゆ
ω
ミ

　
幻
P
一
ρ
証
人
は
、
口
頭
尋
問
の
際
は
、
直
接
裁
判
官
か
ら
教
示
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
書
面
尋
間
の
場
合
、
教
示
に
は
書
式
の
利
用
に
よ
り
制

　
約
が
あ
る
た
め
、
証
入
に
思
わ
ぬ
誤
解
か
ら
不
利
益
が
生
ず
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
＜
嗅
き
鼠
国
8
ダ
騨
勲
ρ
ψ
㊤
搾
幻
蝕
羅
畠
ρ
N
勾
℃

　
お
o
o
O
”
膳
O
S

（
別
）
　
本
稿
（
一
）
・
早
法
七
二
巻
四
号
二
四
四
頁
参
照
。

（
2
2
〉
　
本
稿
（
一
）
・
早
法
七
二
巻
四
号
二
四
五
頁
参
照
。

（
2
3
〉
　
コ
ッ
ホ
は
、
宣
誓
に
代
わ
る
保
証
は
、
陳
述
書
面
の
作
成
の
際
の
公
開
主
義
の
欠
訣
を
埋
め
合
わ
せ
る
た
め
に
証
人
に
真
実
を
陳
述
す
る
よ
う
促
す

　
こ
と
に
よ
っ
て
本
来
の
証
拠
方
法
（
証
人
供
述
）
の
補
充
を
な
す
、
と
い
う
（
〆
○
魯
る
。
騨
O
●
り
oD
」
8
）
。

（
2
4
）
　
例
え
ば
、
ω
雲
旨
富
9
－
一
節
葺
R
9
9
－
＝
貰
叶
営
き
P
N
℃
ρ
合
。
》
鼠
ご
お
。
。
ト
饗
刈
刈
》
づ
営
る
》
　
凶
8
ダ
鮮
勲
0
4
ω
」
8
参
照
。



（
2
5
）
　
内
8
F
P
騨
○
↓
ψ
一
〇
〇
h

三
　
新
三
七
七
条
三
項
に
よ
る
証
人
の
書
面
尋
問
制
度
の
適
用
要
件

　
1
　
適
用
基
準
と
し
て
の
「
証
明
問
題
の
内
容
」
と
「
証
人
の
人
物
」
の
適
性

　
一
旧
法
下
で
の
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
は
、
証
人
証
拠
（
人
証
）
で
あ
っ
て
書
証
で
は
な
い
と
一
般
に
解
さ
れ
て
き
た
が
、
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

三
七
七
条
三
項
に
よ
る
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
も
、
一
般
に
同
様
に
解
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
の
法
的

性
質
に
関
す
る
理
解
に
変
化
は
な
い
も
の
の
、
そ
の
適
用
要
件
は
重
要
な
修
正
を
受
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
新
法
は
、
要
件
と
し

て
、
裁
判
所
が
「
証
明
問
題
の
内
容
」
と
「
証
人
の
人
物
」
を
考
慮
し
て
証
明
問
題
の
書
面
に
よ
る
返
答
を
も
っ
て
十
分
で
あ
る
と
認

め
る
こ
と
を
要
求
す
る
か
ら
、
書
面
に
よ
る
返
答
で
十
分
か
否
か
の
判
断
の
際
に
、
裁
判
所
は
、
「
証
明
問
題
の
内
容
」
と
「
証
人
の

人
物
」
を
基
準
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
証
明
問
題
の
内
容
」
と
「
証
人
の
人
物
」
の
両
基
準
は
、
け
っ
し
て
具
体
的
で
あ
る
と

は
言
え
な
い
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
の
具
体
化
が
必
要
と
な
る
。

　
二
　
ま
ず
、
「
証
明
問
題
の
内
容
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
、
注
釈
書
を
中
心
に
、
証
明
問
題
そ
れ
自
体
が
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳

述
に
適
し
て
い
る
か
否
か
の
際
に
考
慮
す
べ
き
い
く
つ
か
の
要
素
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
書
面
に
よ
り
具
体
的
質
間
を
証
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

に
向
け
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
書
面
に
よ
る
返
答
で
十
分
で
あ
る
と
す
る
見
解
、
証
明
問
題
が
単
純
で
あ
る
場
合
、
す
な
わ
ち
基
礎
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

な
す
事
実
関
係
が
あ
ま
り
複
雑
で
な
い
場
合
に
、
書
面
尋
問
に
適
し
て
い
る
と
す
る
見
解
、
証
明
問
題
が
誤
解
さ
れ
な
い
よ
う
に
表
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

で
き
る
場
合
に
、
書
面
尋
問
に
適
す
る
と
す
る
見
解
、
書
面
に
よ
る
陳
述
が
口
頭
の
陳
述
に
完
全
に
代
替
す
る
こ
と
（
ぎ
一
ξ
R
凝
R

　
　
　
民
事
訴
訟
に
お
け
る
証
人
尋
問
の
書
面
化
の
限
界
（
二
）
（
高
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三



　
　
　
早
法
七
五
巻
三
号
（
二
〇
〇
〇
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

騨
器
鼠
Φ
冒
R
ヨ
冒
島
畠
8
》
拐
ω
認
Φ
）
が
期
待
さ
れ
る
場
合
に
、
証
明
問
題
は
書
面
尋
間
に
適
す
る
と
の
見
解
、
証
明
問
題
の
内
容

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
V

が
、
直
接
主
義
か
ら
の
離
反
を
正
当
化
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
見
解
な
ど
が
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
、
「
証
明
問
題
の
内
容
」
と
な
ら
ぶ
も
う
一
つ
の
基
準
で
あ
る
「
証
入
の
人
物
」
の
基
準
は
、
旧
三
七
七
条
三
項
・
四
項
の

文
言
に
は
な
か
っ
た
が
、
旧
法
下
の
文
献
の
中
に
は
、
す
で
に
、
同
規
定
の
適
用
の
際
に
考
慮
す
べ
き
要
素
と
し
て
こ
れ
を
採
用
す
る

　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

も
の
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
こ
で
の
議
論
も
踏
ま
え
て
、
証
人
の
人
物
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
種
々
の
理
解
の
仕
方
が
あ
る
。
例

え
ば
、
証
人
が
書
く
こ
と
に
習
熟
し
て
い
て
（
ω
3
邑
9
0
ゑ
磐
＆
、
し
か
も
自
己
の
知
覚
を
記
載
し
た
場
合
に
の
み
、
書
面
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

返
答
に
適
し
て
い
る
と
す
る
も
の
、
書
く
こ
と
や
表
現
す
る
こ
と
に
慣
れ
て
い
な
い
者
は
問
題
外
で
あ
り
、
し
か
も
証
人
と
当
事
者
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

の
間
に
結
び
つ
き
が
な
い
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
、
証
人
の
教
育
と
表
現
能
力
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
も
の
、
さ
ら
に
は
、
証

人
の
人
物
か
ら
、
信
頼
で
き
且
つ
証
拠
評
価
に
親
し
む
返
答
が
期
待
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
証
人
が
一
般
的
な
陳
述
の
能

力
の
ほ
か
に
書
面
で
の
報
告
の
前
提
と
な
る
特
別
な
認
識
能
力
お
よ
び
説
明
能
力
、
信
頼
性
を
も
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る

（
n
）

も
の
な
ど
が
あ
る
。

　
三
　
い
か
な
る
証
明
問
題
の
場
合
に
、
そ
し
て
い
か
な
る
証
人
の
場
合
に
書
面
尋
問
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
の
問
題
に
つ
い

て
、
注
釈
書
な
ど
の
一
般
的
文
献
が
提
示
す
る
主
な
基
準
は
、
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
基
準
内
容
を
具
体
化
す
る
右
の
試
み
が
、

裁
判
官
に
利
用
可
能
な
指
針
を
提
示
し
う
る
か
は
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
各
論
者
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
た
基
準
内
容
が
か
な
ら
ず

し
も
一
致
し
な
い
だ
け
に
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
証
明
問
題
の
内
容
や
証
人
の
人
物
と
い
う
二
つ
の
基
準
は
、
旧
三
七
七
条

三
項
・
四
項
の
下
で
も
勘
酌
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
こ
で
両
者
が
持
っ
て
い
た
意
義
は
、
そ
れ
ら
が
新
三
七
七
条
三
項
に
お
い
て
有
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

意
義
と
比
較
す
る
と
、
は
る
か
に
小
さ
い
も
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
旧
三
七
七
条
三
項
の
定
め
る
「
帳
簿
そ
の
他
の
書
類
の
内
容



の
再
現
と
し
て
の
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
」
で
は
、
書
面
尋
問
の
許
否
に
際
し
、
「
書
類
に
依
拠
す
る
」
返
答
方
法
が
決
定
的
な
意

味
を
持
ち
、
証
明
問
題
の
内
容
や
証
人
の
人
物
は
、
間
接
的
に
重
要
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
し
、
旧
三
七
七
条
四
項
の
「
口
頭
尋
問
の
代

用
と
し
て
の
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
」
に
お
い
て
は
、
法
文
上
は
証
明
問
題
の
内
容
が
基
準
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
両

当
事
者
の
同
意
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
新
三
七
七
条
三
項
に
よ
る
書
面
尋
問
で
は
、
文
献
が
挙
げ
る

個
々
の
基
準
が
、
同
規
定
を
適
用
す
る
か
否
か
の
判
断
に
直
面
す
る
裁
判
所
に
、
そ
の
判
断
に
有
益
な
指
針
を
提
供
し
う
る
か
の
検
討

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

が
必
要
と
な
る
。
近
時
、
こ
の
点
に
つ
き
、
ミ
ハ
エ
ル
・
コ
ッ
ホ
の
博
士
論
文
が
詳
し
い
分
析
を
試
み
て
い
る
の
で
、
次
に
そ
れ
を
紹

介
す
る
。

　
2
　
コ
ッ
ホ
の
分
析

　
　
＠
　
証
明
問
題
の
内
容
の
適
性

　
一
　
「
証
明
問
題
の
内
容
」
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
は
、
前
記
の
と
お
り
、
注
釈
書
等
に
お
い
て
、
①
証
明
問
題
の
具
体
性
、
②

証
明
問
題
の
単
純
性
、
③
証
明
問
題
が
誤
解
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
こ
と
、
④
直
接
主
義
の
破
棄
が
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
、
⑤
口
頭
の
陳

述
に
完
全
に
代
替
す
る
こ
と
（
く
＆
≦
R
凝
R
卑
緯
旨
Φ
営
Φ
『
B
冒
島
魯
窪
＞
拐
緯
鷺
）
、
な
ど
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
、
ま
ず
、
①
の
証
明
問
題
の
具
体
性
に
つ
い
て
、
コ
ッ
ホ
は
、
具
体
的
な
証
明
問
題
と
は
何
か
を
問
題
に
し
、
次
の
よ
う
に

　
（
1
4
）

述
べ
る
。

　
証
人
は
、
過
去
の
事
実
や
事
情
の
証
明
に
奉
仕
し
、
現
場
に
い
た
者
と
し
て
自
分
の
知
覚
し
た
事
実
に
つ
い
て
供
述
す
べ
き
も
の
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
証
人
に
向
け
ら
れ
る
質
問
は
、
常
に
、
証
人
が
報
告
す
べ
き
特
定
の
事
件
に
関
係
す
る
と
い
う
意
味
で
「
具
体
的
」

　
　
　
民
事
訴
訟
に
お
け
る
証
人
尋
問
の
書
面
化
の
限
界
（
二
）
（
高
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五



　
　
　
早
法
七
五
巻
三
号
（
二
〇
〇
〇
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
意
味
で
の
具
体
性
で
は
、
ほ
と
ん
ど
基
準
と
し
て
の
意
味
は
な
い
。
ま
た
、
「
具
体
性
」
を
、

証
明
問
題
が
あ
ま
り
に
概
括
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
明
確
に
輪
郭
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
理
解
す
る
こ
と
も

可
能
で
あ
る
が
、
証
人
が
質
問
か
ら
自
分
に
ど
ん
な
答
え
が
望
ま
れ
て
い
る
か
想
定
で
き
る
よ
う
な
形
で
質
問
が
記
さ
れ
て
は
な
ら
な

い
（
む
し
ろ
証
人
の
知
覚
の
包
括
的
な
描
写
を
得
る
必
要
が
あ
る
）
か
ら
、
最
初
か
ら
こ
の
意
味
で
の
具
体
性
を
証
明
問
題
に
要
求
す
る

の
は
疑
問
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
具
体
性
」
の
概
念
は
、
証
明
問
題
に
よ
っ
て
証
人
に
期
待
さ
れ
る
返
答
に
関
連
づ
け
ら
れ
う
る
。
つ

ま
り
、
明
確
に
「
は
い
」
か
「
い
い
え
」
か
で
返
答
で
き
る
よ
う
な
質
問
や
、
た
だ
一
個
な
い
し
は
ご
く
少
数
の
事
実
を
対
象
と
す
る

質
問
（
例
え
ば
、
「
原
告
（
ま
た
は
被
告
）
は
某
月
某
日
に
某
会
社
の
営
業
所
を
訪
れ
た
か
」
や
「
原
告
（
ま
た
は
被
告
〉
が
某
銀
行
か
ら
得
た

信
用
は
、
契
約
上
ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
か
」
）
の
よ
う
に
、
特
定
の
報
告
に
限
定
さ
れ
た
具
体
的
な
返
答
が
求
め
ら
れ
る
場
合
、

新
三
七
七
条
三
項
の
適
用
が
考
慮
に
値
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
場
合
、
証
明
問
題
の
書
面
に
よ
る
返
答
は
、
通
常
、
口
頭
尋
問
に
匹

敵
す
る
明
確
な
結
論
に
帰
着
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
か
ら
、
コ
ッ
ホ
は
、
証
人
に
出
さ
れ
る
証
明
問
題
が
、
期
待
さ
れ
る
返
答
の
仕
方
に
よ
り
特
定
さ
れ
る
場
合
に
、
証
明
問
題
の

具
体
性
と
い
う
基
準
が
新
三
七
七
条
三
項
適
用
の
可
否
の
判
断
に
役
立
つ
と
し
、
そ
こ
か
ら
、
証
人
が
た
だ
肯
定
な
い
し
否
定
す
る
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

う
な
証
明
間
題
や
ご
く
少
数
の
事
実
の
確
認
を
目
指
す
証
明
問
題
は
、
十
分
具
体
的
で
あ
る
と
す
る
。

　
二
　
つ
ぎ
に
、
②
の
証
明
問
題
の
単
純
性
（
基
礎
を
な
す
事
実
関
係
が
あ
ま
り
複
雑
で
な
い
こ
と
）
に
つ
い
て
は
、
コ
ッ
ホ
は
、
誰
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

視
点
か
ら
こ
れ
が
評
価
さ
れ
る
か
を
問
題
に
す
る
。
コ
ッ
ホ
は
、
こ
こ
で
は
、
新
三
七
七
条
三
項
を
適
用
す
る
裁
判
所
の
視
点
が
決
定

的
で
あ
る
と
し
、
裁
判
所
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
明
敏
で
な
い
証
人
で
も
事
実
関
係
を
単
純
に
理
解
で
き
る
か
否
か
を
予
測
に
よ
り
判

断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
コ
ッ
ホ
に
よ
れ
ば
、
証
明
問
題
の
単
純
性
も
、
証
明
問
題
の
具
体
性
と
同
様
、
証
人
に
期
待
さ
れ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

る
返
答
に
し
た
が
っ
て
評
価
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
証
明
問
題
は
、
証
人
に
よ
っ
て
た
だ
「
は
い
」
か
「
い
い
え
」
か
で
答
え
ら
れ
る

場
合
や
、
少
数
の
事
実
の
確
認
に
限
ら
れ
る
場
合
に
、
単
純
と
評
価
さ
れ
う
る
の
に
対
し
、
複
雑
な
事
象
経
過
の
正
確
か
つ
包
括
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

描
出
が
証
人
に
要
求
さ
れ
る
よ
う
な
事
実
関
係
が
問
題
と
な
る
場
合
は
、
複
雑
と
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
コ
ッ
ホ
は
、
証
明
問
題

の
単
純
性
も
、
有
用
で
あ
る
と
す
る
が
、
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
基
準
は
、
①
の
証
明
問
題
の
具
体
性
の
基
準
と
広
範
囲
で
重
な
る
．

　
三
証
明
問
題
が
、
誤
解
さ
れ
な
い
よ
う
に
証
拠
決
定
や
証
人
に
対
す
る
要
請
に
お
い
て
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
③

の
基
準
に
つ
い
て
、
コ
ッ
ホ
は
、
原
則
と
し
て
、
自
分
の
知
覚
す
る
ど
の
出
来
事
に
つ
い
て
供
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
が
証
人
に

わ
か
る
よ
う
に
証
明
問
題
が
表
現
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。
し
か
し
、
こ
の
要
求
は
、
書
面
尋
問
固
有
の
基
準
で
は
な

く
、
一
般
的
に
尊
重
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
、
こ
の
要
求
か
ら
書
面
尋
問
が
い
か
な
る
場
合
に
実
施
さ
れ
る
べ
き
か
の
基
準
は
導
き
出
せ

　
　
　
（
1
9
）

な
い
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
四
　
④
の
「
直
接
主
義
の
破
棄
が
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
」
と
い
う
基
準
は
、
グ
レ
ガ
ー
が
提
唱
す
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
、
こ
の
基

準
を
満
た
す
場
合
と
し
て
、
ω
従
た
る
請
求
（
Z
Φ
訂
艮
・
巳
R
琶
臓
）
に
関
す
る
証
拠
調
べ
と
、
㈹
宣
誓
・
対
質
・
発
問
等
の
必
要
が
な

い
場
合
を
挙
げ
る
が
、
コ
ッ
ホ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
当
否
を
検
討
す
る
。
ω
の
従
た
る
請
求
と
は
、
Z
P
O
四
条
一
項
所
掲
の
請
求

（
果
実
、
収
益
、
利
息
、
費
用
な
ど
の
請
求
）
を
包
含
す
る
。
コ
ッ
ホ
は
、
従
た
る
請
求
が
訴
求
債
権
全
体
に
お
い
て
主
た
る
請
求
と
の

関
係
で
重
要
で
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
、
新
三
七
七
条
三
項
の
適
用
を
正
当
化
す
る
こ
と
に
は
反
対
す
る
が
、
従
た
る
請
求
に
関
す
る

証
拠
調
べ
は
、
通
常
の
場
合
、
書
面
で
証
人
が
返
答
で
き
る
問
題
に
限
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
書
面
に
よ
る
返
答
で
十
分
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
こ
と
が
多
い
と
見
る
。
し
か
し
、
従
た
る
請
求
に
関
す
る
証
拠
調
べ
に
一
様
に
新
三
七
七
条
三
項
を
適
用
で
き
る
わ
け
で
は
な

く
、
個
別
事
例
ご
と
の
判
断
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
コ
ッ
ホ
は
、
書
面
尋
問
を
一
様
に
適
用
可
能
に
す
る
基
準
で
は
な
い
と
解

　
　
　
民
事
訴
訟
に
お
け
る
証
人
尋
問
の
書
面
化
の
限
界
（
二
）
（
高
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七



　
　
　
早
法
七
五
巻
三
号
（
二
〇
〇
〇
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

（
2
1
）

す
る
。

　
㈹
に
つ
い
て
も
、
コ
ッ
ホ
は
、
そ
の
基
準
と
し
て
の
有
用
性
を
疑
問
視
す
る
。
こ
の
基
準
に
お
い
て
は
、
証
人
の
宣
誓
や
対
質
、
発

間
が
必
要
と
な
る
か
に
つ
い
て
裁
判
所
の
予
測
的
判
断
が
必
要
と
な
る
。
コ
ッ
ホ
は
、
こ
の
う
ち
の
宣
誓
に
つ
い
て
は
、
実
務
上
、
証

人
に
宣
誓
さ
せ
る
こ
と
が
例
外
で
、
裁
判
官
が
あ
ら
か
じ
め
宣
誓
を
必
要
と
認
め
る
場
合
も
、
ご
く
例
外
事
例
で
あ
る
か
ら
、
「
裁
判

所
が
例
外
的
に
当
該
証
人
に
つ
き
最
初
か
ら
宣
誓
が
必
要
で
あ
る
と
み
な
す
場
合
に
は
、
書
面
尋
問
は
許
さ
れ
な
い
」
と
い
う
消
極
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

な
意
味
で
の
み
基
準
と
し
て
役
立
ち
う
る
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
。
対
質
に
つ
い
て
は
、
証
人
が
複
数
い
る
場
合
に
、
書
面
尋
問
の
命
令

に
先
立
っ
て
、
個
々
の
証
人
の
陳
述
内
容
が
矛
盾
し
て
い
る
か
を
判
断
す
る
こ
と
が
裁
判
所
に
難
し
い
以
上
、
有
用
な
手
が
か
り
と
は

　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

な
り
え
な
い
と
す
る
。
ま
た
、
発
問
が
必
要
で
な
い
と
い
う
事
情
も
、
コ
ッ
ホ
は
、
前
も
っ
て
判
断
す
る
こ
と
の
難
し
い
事
項
で
あ
る

　
（
蟹
）

と
言
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
、
通
常
は
、
証
人
の
陳
述
を
聞
い
た
場
合
に
は
じ
め
て
評
価
で
き
る
こ
と
で
あ
り
、
事
前
の
判
断
に

な
じ
む
の
は
限
ら
れ
た
場
合
に
す
ぎ
な
い
。
一
定
の
蓋
然
性
を
も
っ
て
発
問
権
の
行
使
が
必
要
な
い
と
さ
れ
る
場
合
と
し
て
は
、
証
明

問
題
が
、
証
人
が
明
確
に
「
は
い
」
か
「
い
い
え
」
か
で
答
え
ら
れ
る
質
問
で
あ
る
場
合
や
、
証
人
が
書
類
に
基
づ
い
て
返
答
で
き
る

間
題
で
あ
る
場
合
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
発
問
が
必
要
で
な
い
と
の
事
情
は
、
証
明
問
題
の
具
体
性
お

よ
び
単
純
性
の
基
準
と
の
関
連
に
お
い
て
、
書
面
尋
問
の
適
否
決
定
の
た
め
の
手
が
か
り
を
提
供
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

コ
ッ
ホ
は
、
こ
の
基
準
に
独
自
の
意
義
を
認
め
な
い
。

　
結
局
、
コ
ッ
ホ
に
よ
れ
ば
、
基
準
㈲
は
、
せ
い
ぜ
い
、
（
宣
誓
と
対
質
に
関
す
る
か
ぎ
り
）
新
三
七
七
条
三
項
の
適
用
が
考
え
ら
れ
な

い
事
例
と
い
う
形
で
の
消
極
的
な
制
限
を
可
能
に
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
五
　
書
面
に
よ
る
陳
述
が
「
口
頭
の
供
述
に
完
全
に
代
替
し
う
る
こ
と
（
ぎ
一
冥
R
凝
R
騨
器
冒
虫
p
R
3
冒
島
魯
9
》
易
銘
鴨
〉
」
が



証
明
問
題
か
ら
期
待
で
き
る
場
合
に
、
書
面
尋
問
に
適
す
る
と
の
⑤
の
基
準
に
対
し
て
は
、
コ
ッ
ホ
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
批
判

　
　
（
2
6
）

的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
旧
三
七
七
条
三
項
・
四
項
の
場
合
は
、
三
項
の
「
書
類
の
内
容
の
再
現
」
と
し
て
の
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳

述
が
口
頭
に
よ
る
陳
述
に
完
全
に
代
替
し
、
四
項
の
場
合
も
、
書
面
尋
問
の
措
置
に
対
す
る
当
事
者
双
方
の
同
意
に
よ
っ
て
代
替
と
し

て
認
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
同
意
が
要
件
か
ら
削
除
さ
れ
た
新
法
の
下
で
は
、
旧
三
七
七
条
三
項
に
該
当
す
る
場
合
以
外
に

口
頭
陳
述
に
完
全
に
代
替
す
る
も
の
が
あ
る
か
は
疑
わ
し
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
㈲
　
証
人
の
人
物
の
適
性

　
一
　
証
人
の
人
物
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
幾
つ
か
の
文
献
に
よ
り
、
①
書
く
こ
と
へ
の
習
熟
、
教
育
の
程
度
、
お
よ
び
表
現
能
力
、

②
当
事
者
と
の
結
び
つ
き
の
不
存
在
、
③
書
面
に
よ
る
陳
述
を
他
人
か
ら
の
影
響
な
く
独
自
に
作
成
す
る
蓋
然
性
、
④
証
人
の
信
用
性

な
ど
の
考
慮
基
準
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
ま
ず
、
①
に
つ
い
て
、
コ
ッ
ホ
は
、
そ
の
基
準
と
し
て
の
有
用
性
に
疑
問

　
（
2
7
）

を
抱
く
。
そ
の
理
由
は
、
裁
判
官
が
証
人
の
こ
れ
ら
の
性
質
に
つ
い
て
ど
こ
か
ら
知
識
・
情
報
を
得
る
か
に
つ
い
て
問
題
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
一
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
証
人
の
職
業
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
す
ら
証
拠
の
申
出
（
Z
P
O
三
七
三
条
）
に
表
示
さ
れ

る
必
要
は
な
く
、
常
に
裁
判
所
に
知
れ
る
と
い
う
保
証
は
な
い
。
ま
た
、
か
り
に
職
業
が
わ
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
表
現
能
力

や
記
述
す
る
能
力
を
一
般
化
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
コ
ッ
ホ
は
、
①
の
基
準
は
、
新
三
七
七
条
三
項
の
適
用
の
可
否

の
決
定
の
た
め
の
有
用
な
手
が
か
り
と
は
み
な
せ
な
い
と
す
る
。
た
だ
、
コ
ッ
ホ
に
よ
れ
ば
、
裁
判
所
が
証
人
の
人
物
に
つ
い
て
知
識

を
有
し
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
①
に
該
当
す
る
事
情
を
推
論
で
き
る
か
ぎ
り
は
、
こ
の
点
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
際
も
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

れ
だ
け
に
依
拠
す
る
の
で
は
な
く
、
証
明
間
題
に
も
依
拠
し
つ
つ
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。

　
二
　
こ
れ
に
対
し
、
②
の
当
事
者
と
の
結
び
つ
き
の
不
存
在
に
つ
い
て
は
、
コ
ッ
ホ
は
、
基
準
と
し
て
の
有
用
性
を
一
応
肯
定

　
　
　
民
事
訴
訟
に
お
け
る
証
人
尋
問
の
書
面
化
の
限
界
（
二
）
（
高
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九



　
　
　
早
法
七
五
巻
三
号
（
二
〇
〇
〇
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

（
2
9
）

す
る
。
例
え
ば
、
当
事
者
の
一
方
と
の
間
に
親
密
な
結
び
つ
き
や
関
係
が
あ
る
証
人
の
場
合
、
彼
が
そ
の
当
事
者
に
一
方
的
に
有
利
な

陳
述
を
す
る
こ
と
は
排
除
で
き
な
い
か
ら
、
そ
の
証
人
の
信
用
性
を
評
価
す
る
手
段
が
必
要
で
あ
る
が
、
書
面
尋
問
は
、
口
頭
尋
間
と

違
っ
て
、
そ
の
手
段
を
欠
く
以
上
、
書
面
尋
間
の
利
用
は
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
コ
ッ
ホ
に
よ
れ
ば
、
証
人
と
当
事

者
と
の
間
の
右
の
よ
う
な
関
係
を
知
る
こ
と
は
裁
判
所
に
は
困
難
な
場
合
も
あ
る
が
、
裁
判
所
が
、
証
人
の
当
事
者
に
対
す
る
結
び
つ

き
を
認
識
で
き
、
ま
た
は
そ
の
結
び
つ
き
の
蓋
然
性
が
高
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
信
用
性
の
評
価
の
必
要
か
ら
新
三
七
七
条
三
項
の

適
用
は
差
し
控
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。

　
三
　
③
書
面
に
よ
る
陳
述
を
他
か
ら
の
影
響
な
し
に
独
自
に
作
成
す
る
蓋
然
性
に
つ
い
て
は
、
コ
ッ
ホ
は
、
そ
の
有
用
性
に
強
い
疑

　
　
（
3
0
）

問
を
も
つ
。
彼
に
よ
れ
ば
、
証
人
の
書
面
尋
問
の
場
合
に
は
、
裁
判
所
が
証
人
に
対
す
る
当
事
者
か
ら
の
影
響
の
有
無
を
知
る
可
能
性

は
な
く
、
裁
判
所
は
、
い
か
な
る
証
人
の
場
合
に
彼
が
独
自
に
陳
述
を
書
面
化
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
か
を
予
測
す
る
こ
と
も
で
き

な
い
。
例
外
的
に
、
証
人
と
当
事
者
の
間
に
結
び
つ
き
が
あ
る
こ
と
が
認
識
で
き
る
場
合
に
、
証
人
が
書
面
作
成
に
際
し
当
事
者
か
ら

影
響
を
受
け
る
蓋
然
性
が
比
較
的
高
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
当
事
者
と
の
結
び
つ
き
が
あ
る
証
人
で
も
当
事
者
か
ら
の
影
響
を
受
け

ず
に
独
自
に
書
面
に
よ
る
陳
述
を
行
う
こ
と
が
期
待
で
き
る
場
合
も
あ
る
か
ら
（
例
え
ば
、
当
事
者
の
病
状
に
つ
い
て
診
察
医
師
が
尋
問

さ
れ
る
場
合
）
、
一
般
的
に
妥
当
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
も
か
く
、
証
人
と
当
事
者
と
の
間
に
結
び
つ
き
が
あ
る
こ
と
が
認
識
で
き

る
場
合
を
除
き
、
③
の
蓋
然
性
を
確
実
に
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
以
上
の
理
由
か
ら
、
コ
ッ
ホ
は
、
こ
の
基
準
も
、
新
三
七
七

条
三
項
に
よ
る
書
面
尋
問
の
許
否
の
判
断
に
何
ら
役
立
た
な
い
と
す
る
。

　
四
　
証
人
の
信
用
性
が
間
題
と
な
る
場
合
に
は
書
面
尋
問
が
許
さ
れ
な
い
と
の
見
解
が
あ
る
が
、
証
入
の
信
用
性
に
つ
い
て
は
、
コ

ッ
ホ
は
、
証
人
証
拠
と
そ
こ
で
の
証
拠
評
価
（
Z
P
O
二
八
六
条
一
項
）
の
枠
内
で
証
人
の
信
用
性
が
常
に
重
要
と
な
る
以
上
、
一
般



に
、
こ
の
観
点
か
ら
新
三
七
七
条
三
項
の
書
面
尋
問
の
可
能
性
は
判
断
で
き
な
い
と
す
る
。
た
だ
、
特
定
人
に
つ
き
信
用
性
の
問
題
が

果
た
す
役
割
が
比
較
的
小
さ
い
場
合
も
あ
り
、
そ
の
限
度
で
は
、
書
面
尋
問
の
実
施
の
判
断
の
た
め
の
手
が
か
り
を
提
供
し
う
る
と

（
31
）

す
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
と
し
て
、
書
類
に
基
づ
い
て
陳
述
が
な
さ
れ
る
場
合
（
旧
三
七
七
条
三
項
所
定
の
場
合
に
相
当
す
る
）
や
当
事

者
双
方
が
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
に
同
意
し
て
い
る
場
合
を
挙
げ
る
。
コ
ッ
ホ
に
よ
れ
ば
、
当
事
者
双
方
の
同
意
は
、
新
三
七
七
条

三
項
で
は
、
書
面
尋
問
の
要
件
か
ら
削
除
さ
れ
た
た
め
、
両
当
事
者
が
｝
致
し
て
証
人
の
信
用
性
を
認
め
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
直
ち

に
裁
判
所
に
よ
る
信
用
性
審
査
を
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
書
面
尋
問
の
許
容
性
の
判
断
に
補
助
的
に
役
立
つ
。

　
結
局
、
コ
ッ
ホ
は
、
証
人
の
人
物
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
文
献
の
提
案
す
る
諸
基
準
な
い
し
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、
総
じ
て
、
書
面
尋
問

の
要
件
の
具
体
化
に
限
定
的
に
し
か
有
用
で
な
い
と
す
る
。

　
3
　
小
　
　
括

　
右
の
コ
ッ
ホ
の
分
析
が
個
別
的
に
正
当
で
あ
る
か
は
と
も
か
く
、
そ
の
分
析
結
果
か
ら
、
少
な
く
と
も
、
主
要
注
釈
書
等
で
提
案
さ

れ
て
い
る
種
々
の
考
慮
基
準
以
外
の
新
た
な
基
準
が
考
え
に
く
い
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
そ
れ
ら
の
基
準
の
多
く
が
書

面
尋
間
の
適
否
の
判
断
に
ま
っ
た
く
役
立
た
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
程
度
の
差
は
あ
れ
有
用
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
証
明
問
題
の
内
容
の
適
性
に
つ
い
て
は
、
証
明
問
題
の
単
純
性
と
具
体
性
が
判
断
の
基
準
と
し
て
中
心
的
な
役
割
を

果
た
す
こ
と
が
比
較
的
広
い
支
持
を
獲
得
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
証
人
の
人
物
の
適
性
に
つ
い
て
は
、
た
し
か
に
、
証
人
の
信

用
性
に
直
結
す
る
要
件
だ
け
に
そ
の
判
断
基
準
は
重
要
な
意
味
を
も
ち
う
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
反
面
、
裁
判
所

が
事
前
に
証
人
の
人
物
に
関
す
る
判
断
材
料
を
得
る
こ
と
が
実
際
上
難
し
い
た
め
、
証
人
の
人
物
に
関
し
て
提
示
さ
れ
る
各
基
準
の
有

　
　
　
民
事
訴
訟
に
お
け
る
証
人
尋
問
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書
面
化
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界
（
二
）
（
高
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二
二

用
性
を
過
大
に
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
の
コ
ッ
ホ
の
指
摘
は
無
視
し
が
た
い
。
書
面
尋
問
の
適
否
の
判
断
基
準
を
何
に
求
め
る

か
は
、
書
面
尋
問
制
度
の
適
用
範
囲
の
画
定
と
直
結
し
う
る
間
題
で
あ
る
か
ら
、
最
終
的
に
は
、
書
面
尋
問
の
適
用
が
い
か
な
る
範
囲

で
正
当
化
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
の
考
察
と
切
り
離
し
て
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
次
節
で
は
、
書
面
尋
問
が
許
容
さ
れ

る
限
界
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

（
1
）
　
N
．
ω
，
霞
冒
畠
窪
段
国
o
ヨ
ヨ
Φ
馨
震
N
ξ
N
勺
O
－
U
簿
ヨ
鍔
戸
ご
旨
｝
ゆ
ω
ミ
勾
p
ご
oo
9
筈
①
9
Φ
お
9
0
霞
N
①
轟
巴
ヨ
＞
霧
｝
磐
豊
e
α
Φ
葺
ω
9
象

N
一
琶
R
O
器
P
お
。
9
ω
」
。
曾
↓
げ
o
B
霧
も
広
け
N
p
N
℃
ρ
。
。
。
＞
邑
」
一
8
8
㈲
ω
ミ
菊
p
㌣
N
α
一
一
段
－
9
Φ
α
q
Φ
ぴ
N
℃
ρ
N
一
．
＞
旨
一
・
・
お
。
O
温
ω
鳶
力
p
。
旧

　
ω
餌
自
奪
σ
碧
マ
い
鋤
旨
R
σ
碧
げ
－
国
鋤
牌
ヨ
四
ロ
P
N
℃
ρ
竃
。
＞
鼠
一
こ
一
〇
〇
P
㈱
ω
刈
刈
＞
⇒
目
。
㎝
ω
（
勾
浮
O
）
｝
ω
富
首
－
｝
○
昌
霧
－
ω
R
α
q
Φ
び
国
○
日
ヨ
の
簿
鷲
N
自

N
三
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8
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O
a
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轟
る
一
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鎌
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謡
ω
ミ
菊
野
ま
（
「
証
人
証
拠
の
、
簡
易
化
さ
れ
た
取
調
べ
形
式
」
）
・

（
2
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評
参
Φ
p
田
Φ
＆
魯
凝
ω
酢
撃
営
＆
R
琶
徽
零
冒
ω
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邑
畠
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閃
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昏
募
び
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冨
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創
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9
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臼
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臼
る
器
｝
3
①
甲
㊥
↓
－
O
毎
良
ω
霧
ぽ
＝
＼
ま
曽
φ
ω
る
o
。
（
前
述
本
章
二
・
1
・
三
）
も
参
照
。

（
3
）
　
臼
ぎ
ヨ
器
も
葺
N
ρ
N
℃
ρ
8
・
》
亀
ご
㈲
ω
ミ
幻
P
㌣
蜜
自
昌
3
9
R
丙
O
e
B
Φ
耳
碧
N
霞
N
℃
O
－
O
効
ヨ
蚕
F
吻
ω
ミ
菊
戸
S
例
え
ば
、
ダ
ム
ラ
ウ
は
、

事
実
関
係
が
複
雑
で
あ
る
場
合
は
、
こ
れ
だ
け
で
す
で
に
要
件
が
充
た
さ
れ
な
い
と
す
る
。

（
4
）
ω
。
富
σ
Φ
呂
Φ
楯
の
噌
扇
．
騨
9
ω
」
。
曾
讐
9
N
α
一
一
R
－
9
の
鴨
さ
電
O
る
ピ
》
象
一
4
一
8
。
』
G
。
ミ
寄
．
S

（
5
）
ω
雲
ヨ
鼠
3
－
9
暮
R
ぎ
9
出
塁
B
磐
p
賠
ρ
昭
》
良
」
竈
り
。
』
ω
ミ
》
p
饗
．
㎝
O
（
寄
」
。
）
。

（
6
）
　
N
α
一
一
R
－
9
畠
9
N
℃
ρ
鐸
＞
鼠
r
饗
ミ
菊
P
8
ツ
ェ
ラ
ー
の
注
釈
書
の
改
訂
者
グ
レ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
付
随
的
債
権
に
関
す
る
証
拠
調
べ
の
場

合
や
、
証
人
の
宣
誓
・
証
人
の
対
質
・
裁
判
所
の
さ
ら
な
る
質
間
・
当
事
者
の
直
接
質
問
が
必
要
な
い
と
予
見
さ
れ
る
証
明
問
題
の
場
合
が
こ
れ
に
該
当

す
る
。
旧
三
七
七
条
三
項
が
定
め
て
い
た
、
帳
簿
ま
た
は
そ
の
他
の
書
類
に
記
録
さ
れ
た
事
項
へ
の
証
明
問
題
の
限
定
は
も
は
や
存
在
し
な
い
。
そ
し

　
て
、
証
明
問
題
は
、
証
拠
決
定
や
書
面
で
の
返
答
が
要
請
さ
れ
る
際
に
、
証
人
が
誤
解
し
な
い
よ
う
に
そ
れ
を
表
現
し
う
る
場
合
に
の
み
、
書
面
に
よ
る

　
返
答
に
適
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。

（
7
）
　
本
稿
（
一
）
・
早
法
七
二
巻
四
号
二
三
〇
頁
参
照
。
例
え
ば
、
シ
ュ
ー
マ
ン
は
、
（
旧
）
三
七
七
条
三
項
・
四
項
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
証
明
問
題

　
の
内
容
の
ほ
か
に
、
尋
問
さ
れ
る
べ
き
証
人
の
状
況
・
教
育
程
度
、
証
人
の
当
事
者
に
対
す
る
関
係
な
ど
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
た
し
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条
四

項
の
適
用
の
際
に
証
人
の
教
育
度
や
人
的
信
頼
性
を
評
価
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
た
（
ω
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ヨ
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証
人
の
教
育
程
度
と
証
人
の
信
頼
性
を
例
示
す
る
。
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ま
た
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当
事
者
と
の
比
較
的
親

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
い
て
い
書
面
尋
間
は
排
除
さ
れ
る
と
す
る
。
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こ
れ
に
対
し
て
、
シ
ュ
タ
ド
ラ
ー
は
、
証
明
問
題
が
複
雑
な
生
活
事
象
に
関
す
る
も
の
で
も
、
事
実
の
経
過
に
鑑
み
て
明
瞭
に
表
現
さ
れ
る
な
ら

適
性
を
肯
定
で
き
る
と
す
る
（
ω
貫
9
9
N
N
勺
崔
。
口
お
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に
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け
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証
人
尋
問
の
書
面
化
の
限
界
（
二
）
（
高
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三



早
法
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五
巻
三
号
（
二
〇
〇
〇
）

二
四

（
2
4
）
　
囚
8
賞
鋤
●
四
。
○
‘
ω
●
一
一
〇〇
。

（
2
5
）
　
囚
0
9
る
如
。
ρ
あ
」
お
い
こ
れ
に
対
し
て
、
シ
ュ
タ
ド
ラ
：
は
、
宣
誓
や
対
質
、
弾
劾
等
が
証
人
に
つ
き
必
要
と
な
る
公
算
が
大
き
い
と
き
は
、

書
面
に
よ
る
尋
問
は
最
初
か
ら
取
り
や
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
点
で
広
い
見
解
の
一
致
が
あ
る
と
す
る
（
ω
9
色
9
N
N
勺
昌
ρ
置
一
h
）
。

（
2
6
）
　
囚
8
F
鋤
。
鋤
●
○
‘
ω
」
N
O
い

（
2
7
）
　
内
0
3
も
●
勲
ρ
あ
」
器
い
こ
れ
に
対
し
、
シ
ュ
タ
ド
ラ
ー
は
、
証
人
の
筆
記
の
熟
練
お
よ
び
表
現
力
が
書
面
に
よ
る
返
答
に
十
分
で
な
い
で
あ
ろ

う
こ
と
が
看
取
で
き
る
場
合
に
は
、
直
接
口
頭
で
尋
問
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
（
ω
＄
色
9
N
N
勺
目
ρ
置
一
）
。
し
か
し
、
シ
ュ
タ
ド
ラ
ー
も
、

　
た
い
て
い
の
場
合
、
裁
判
所
が
こ
れ
ら
を
前
も
っ
て
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
し
て
お
り
、
コ
ッ
ホ
と
の
差
異
は
、
さ
ほ
ど
大
き
く
な
い
。

（
2
8
）
　
コ
ッ
ホ
に
よ
れ
ば
、
証
明
問
題
が
書
面
に
よ
る
返
答
に
適
し
て
い
る
か
疑
わ
し
い
と
き
は
、
証
人
の
人
物
だ
け
で
新
三
七
七
条
三
項
の
適
用
を
正
当

化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
に
対
し
、
証
明
問
題
が
書
面
に
よ
る
返
答
に
適
し
て
い
る
と
き
は
、
一
定
程
度
の
教
育
や
表
現
・
筆
記
能
力
の
な
い
証
人
で

も
、
新
三
七
七
条
三
項
の
適
用
が
考
慮
で
き
る
場
合
が
あ
る
、
と
さ
れ
る
（
内
o
魯
る
』
●
ρ
ω
」
器
）
。

（
2
9
）
　
囚
8
F
鉾
勲
ρ
あ
」
鐸
ω
貫
色
9
N
N
勺
＝
O
レ
合
も
、
当
事
者
の
一
方
と
密
接
な
人
的
関
係
に
あ
る
者
の
場
合
、
書
面
尋
問
は
問
題
と
な
ら
な
い

　
と
す
る
。
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＊
本
稿
は
、
一
九
九
七
年
度
特
定
課
題
研
究
助
成
金
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


